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１ はじめに

本件文書提出命令申立について、外務大臣の平成１７年５月２０日付「文書提出命令

申立てに対する意見聴取書（回答 」が提出された。その内容は、これまでの日本国及）

び の主張と同じで、概要以下の通り主張している。JBIC

（１）原告らが湛水再開過程に関し提出を求めている③の文書（本件大使館文書。１９

９７年３月１２日以降において、本件ダムの湛水に関する事項が記載された外務省

と在インドネシア日本大使館との間の文書）は公務秘密文書（民訴法２２０条４号

ロ）である（外務大臣回答書１頁 。）

（２）原告らが湛水再開過程について提出を求めている④、⑤及び⑥の文書（１９９７

年３月１２日以降の、本件ダム湛水に関する事項が記載された、日本政府機関とイ

ンドネシア政府機関との間、 本部とジャカルタ事務所との間、及び とイJBIC JBIC

ンドネシア政府機関との間の文書）について、原告らが提出を求めている文書は存

在しないので、公務秘密文書に該当するかどうか判断できない。

（３） 等に関する文書については、外務省は、当該援助資金の使途・明細に関するSPL

報告書を保有しておらず、その他の文書については文書の特定がなされていないと

述べていること、 はいずれの文書も特定がなされていないと述べていることJBIC

から、これらの文書が公務秘密文書に該当するかどうか判断できない。

この意見書について、以下原告らの意見を述べる。

２ 監督官庁による理由開示の趣旨

民事訴訟法２２３条３項後段は、監督官庁が裁判所に対し、当該文書が公務秘密文書

、 。に該当する旨の意見を述べる場合には その理由を示さなければならないと定めている

この理由開示については、当該文書の記載事項が公務員の職務上の秘密に該当する理

由を具体的に示すものでなければならないと解されている（別冊法学セミナー基本法コ

ンメンタール新民事訴訟法第２版 頁 。同条４項各号に定めるおそれがあることを217 ）

理由として公務秘密文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所の判断は、監督官

庁の意見が相当であるかどうかに限定されることから、その理由は具体的であることが

必要である。

３ 湛水再開過程に関する③の文書（本件大使館文書）に関する意見

外務大臣は、本件大使館文書は、公開を前提としないものであり、これらが公開され

ると情報提供者とその情報入手元との相互信頼関係を損なわせるおそれがあり、政府開

発援助業務ないし円借款業務の遂行に著しい支障を生じるおそれがあるので、当該文書

は公務秘密文書である（外務大臣回答書１頁）と述べている。

しかしながら、日本国は、本件大使館文書と同様の文書（甲 乙 ～ ）を情B18, B24 26

報公開手続で公開したり、自ら証拠として提出しているのであり、本件大使館文書に秘

密性はないことは明白である。

外務大臣の意見は、本件大使館文書と同様の文書（甲 乙 ～ ）は公務秘密B18, B24 26

文書にあたらないのに本件大使館文書だけが、公務秘密文書に該当する理由について何
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ら具体的に明らかにしていない。したがって、本件大使館文書が公務秘密文書にあたる

とする外務大臣の意見に相当な理由があるとは到底認められない。さらに、その意見は

抽象的に過ぎ、法が理由開示を定めた趣旨を満たしたとは到底言えない点においても当

該意見に相当の理由があると認めるに足りない。

４ 湛水再開課程に関する⑤及び⑥の文書について

（１） は、原告らが湛水再開過程について提出を求めている⑤及び⑥の文書（１９JBIC

９７年３月１２日以降の、本件ダム湛水に関する事項が記載された、 本部とジJBIC

、 ） 、ャカルタ事務所との間 及び とインドネシア政府機関との間の文書 についてJBIC

原告らが提出を求めている文書は、本件ダムの湛水再開について が承認ないしJBIC

事実上承認したことを推測させる文書であると限定し、しかもその文書に該当するか

JBIC JBIC 10どうかを が判断して そのような文書は存在しないとしている 意見書、 （

頁 。）

そして、外務大臣は、この の意見を前提として、原告らが提出を求めているJBIC

文書は存在しないので、公務秘密文書に該当するかどうか判断できないとしている。

（２）しかしながら、原告らは 「本件ダムの湛水再開について が承認ないし事実、 JBIC

上承認したことを推測させる文書」という限定した趣旨の文書提出を求めているもの

ではない。原告らが求めている文書は、１９９７年３月１２日以降において、本件ダ

JBIC JBICム湛水に関する事項が記載された、 本部とジャカルタ事務所との間、及び

とインドネシア政府機関との間の文書である。

特に事実上の承認は、具体的事実経緯を踏まえて判断されるものであり、その存否

については、具体的事実経緯を踏まえて原告が主張し、最終的には の反論を踏JBIC

まえて裁判所が判断するものである。 が勝手に判断してよいものではない。JBIC

よって、 が、原告が提出を求める文書を勝手に限定したのは、章に不当であJBIC

る。

（３）また、 は、２００５年４月２８日の進行協議期日において湛水再開に関するJBIC

文書は既に提出したもの以外には存在しないと回答したが、これは事実に反する。

丁 （ 頁）には 「 ４月１７日付当方レター につき再度言及 」とされてB16 2 、（ ）■

おり、湛水再開過程に関連して がインドネシア側に宛てて発した１９９７年４JBIC

月１７日付レターが存することが明白である。

（４）以上のように、 の意見は明らかに失当であり、 が提出している証拠からJBIC JBIC

も が上記⑤及び⑥の文書を保有していることが明らかである。したがって、こJBIC

れらの文書がないという の意見を根拠とする外務大臣の上記意見には、相当のJBIC

理由がないことが明白である。

５ 等に関する文書についてSPL

（１）外務大臣は、 等に関する文書（日本国が保有しないとしている文書は除く）にSPL

ついては、文書を識別できる事項すら明らかにされていないと主張し、公務秘密文書

に該当するかどうか判断できないと述べている。
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（２）しかし、原告らが提出を求めている文書は、いずれも本件プロジェクトの住民移転

過程に供与された に関する文書である。ODA

に関する文書は、国会答弁において１９９１年度から１９９３年度の３年度間SPL

に供与された から、合計約２２億円が本件プロジェクトの住民対策に使われたSPL

ことを明らかにされており、この本件プロジェクトの住民対策に使われた に関SPL

し、次の文書の提出を求めるものである。

ａ 上記 の使途・明細に関する報告書SPL

ｂ 上記 に関し、外務省と在インドネシア日本大使館との間、日本政府機関SPL

とインドネシア政府機関との間、 （ ）本部と同ジャカルタ事務所とのJBIC OECF

間、及び （ ）とインドネシア政府機関との間でやりとりされた文書JBIC OECF

１９９８年１月に が承諾した地方インフラ整備（Ⅱ）に関する文書は、このJBIC

整備事業の一環として、本件プロジェクトの移転村の一部に簡易水道施設、衛生施設

等の諸施設整備がなされているので、本件プロジェクト移転対象地域の諸施設整備の

ために使われた資金に関し、次の文書の提出を求めるものである。

ｃ 上記資金の使途・明細に関する報告書

ｄ 上記資金に関して、外務省と在インドネシア日本大使館との間、日本政府機関

とインドネシア政府機関との間、 （ ）本部と同ジャカルタ事務所とのJBIC OECF

間、及び （ ）とインドネシア政府機関との間でやりとりされた文書JBIC OECF

以上ａからｄの文書の特定は、湛水再開過程に関する文書において、摘示したもの

と同等の内容を摘示している。日本国及び は、湛水再開過程については、これJBIC

で特定として十分であり、特定手続きをとる必要もないとしている。

したがって、原告らが提出を求める、上記 に関する文書及び地方インフラ整SPL

備（Ⅱ）に関する文書の特定手続をとるために必要な「文書を識別できる事項」とし

ては上記の記載で十分であり、特定手続を経ることにより、上記各文書の特定ができ

る（なお、 が、終期が特定されていないことを問題としている点については、JBIC

２００５年６月７日付原告ら意見書で述べた通り、上記ｂの終期は１９９８年１２月

３１日まで、上記ｄの終期は２０００年１２月３１日までと限定した 。）

（３）以上より、原告らが 等について提出を求める文書について、特定手続をとるSPL

ために必要な「文書を識別できる事項」は明らかにされており、この手続により上記

文書の特定はできるのであり、文書の特定がされていないことを理由とする外務大臣

の意見が失当であり、その意見には明らかに相当の理由がない。

６ まとめ

以上より、何れの文書についても外務大臣の意見は相当の理由があるとは認められな

いのであり、一部の文書について特定手続きを経た上で本件申立は認容されるべきであ

る。

以 上




